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「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　
　
　
　
　
　
　強
化
週
間

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　
　
　
　
　
　
　強
化
週
間

６
月
27
日
か
ら
７
月
３
日
ま
で

　

次
の
２
名
の
方
を
、
青
少
年
指
導

員
と
し
て
委
嘱
し
ま
し
た
。

　

青
少
年
指
導
員
は
、
子
ど
も
た
ち

が
明
る
く
伸
び
や
か
に
育
つ
こ
と
を

願
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

　

任
期
は
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

▼
青
少
年
指
導
員（
順
不
同
敬
称
略
）

　

○
二
宮　

幸
男

　

○
上
野　

広
子

◎
問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習
課

　

☎
内
線
３
２
９

　

経
済
的
理
由
に
よ
り
私
立
高
等
学

校
等
へ
の
就
学
が
困
難
な
方
、
ま
た

就
学
の
継
続
が
困
難
な
方
に
対
し
て

就
学
を
奨
励
す
る
補
助
金
を
支
給
し

ま
す
。

▼
支
給
要
件

・
生
徒
と
保
護
者
が
共
に
町
内
に
住

所
を
有
す
る
方
（
住
民
基
本
台
帳

ま
た
は
町
外
国
人
登
録
原
票
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方
）

・
県
内
の
私
立
の
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
後
期
課
程
、
専
修
学
校

高
等
課
程
に
在
学
し
て
い
る
こ
と

・
学
資
の
支
弁
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
方　

な
ど

▼
支
給
額

　

授
業
料
へ
の
補
助
金

　

最
高
年
額　

６
０
，０
０
０
円

※
そ
の
他
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
本
庁
舎
等
で
配
布
し
て
い
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

子
ど
も
育
成
課

　

☎
内
線
３
２
８

　

子
ど
も
手
当
は
、
平
成
23
年

４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
か
月

間
、引
き
続
き
支
給
さ
れ
ま
す
。

す
で
に
受
給
し
て
い
て
、
子
ど

も
の
数
に
変
更
の
な
い
方
は
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
支
給
金
額

　

子
ど
も
一
人
に
つ
き
月
額

　

１
３
，０
０
０
円

◎
支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も

　

０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で

（
15
歳
に
な
っ
た
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
）

◎
支
給
月

・
平
成
23
年
６
月

　
（
平
成
23
年
２
月
分
～
５
月
分
）

・
平
成
23
年
10
月

　
（
平
成
23
年
６
月
分
～
９
月
分
）

　

平
成
23
年
６
月
の
現
況
届
は

不
要
で
す
。

※
た
だ
し
、
10
月
に
届
出
・
申

請
な
ど
が
必
要
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
次
の
方
は
、
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

・
出
生
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に

養
育
す
る
子
ど
も
が
で
き
た

方
・
す
で
に
受
給
し
て
い
て
出
生

な
ど
に
よ
り
養
育
す
る
子
ど

も
が
増
え
た
方

・
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ

た
方

▼
届
出
先

　

子
育
て
支
援
室
（
公
務
員
の

方
は
勤
務
先
に
な
り
ま
す
）

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
室

　

☎
内
線
３
０
５

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
私

立
幼
稚
園
に
就
園
し
て
い
る
園
児
の

い
る
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
保

育
料
等
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　

申
込
み
は
、
就
園
し
て
い
る
幼
稚

園
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、近
隣
の
私
立
幼
稚
園
に
は
、

す
で
に
案
内
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

が
、
申
込
書
が
手
に
入
ら
な
い
場
合

は
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

子
育
て
支
援
室　

☎
内
線
３
１
７

　

い
じ
め
や
体
罰
、
不
登
校
や
子
ど

も
の
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
に
関
す
る

人
権
問
題
に
つ
い
て
、
通
常
の
相
談

時
間
を
延
長
し
て
法
務
局
職
員
と
人

権
擁
護
委
員
が
電
話
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

　

費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
ぜ
ひ
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　

６
月
27
日
（
月
）
～
７
月

３
日
（
日
）　

午
前
８
時
30
分
～

午
後
７
時

（
た
だ
し
土
、
日
曜
日
は
午
前
10
時

～
午
後
５
時
）

▼
相
談
電
話
番
号
　

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ

ん
。

◎
問
い
合
わ
せ

・
横
浜
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
４
５（
６
４
１
）７
９
２
６

・
町
民
課　

☎
内
線
２
３
７

青
少
年
指
導
員
を
委
嘱

私
立
高
等
学
校
等

　
　
就
学
支
援
補
助
金
を
支
給

私
立
幼
稚
園
保
育
料
等
を

一
部
補
助
し
ま
す

引き続き支給されます
＊子ども手当＊＊子ども手当＊ 現況届は不要現況届は不要


